
『開発行為事前相談書』の様式改定について 

近年、日本各地においては大雨・台風等の異常気象による土砂災害が多発しており、多くの犠牲者が出ていま

す。また、過去には大規模地震等による土砂災害も多く発生しており、平成 28 年 4 月の熊本地震においても被

害が発生しました。

これらの状況を踏まえ、災害発生時の被害者を最小限に抑えることを目的として「土砂災害防止法」が施行さ

れました（平成 13 年）。これにより、大雨等の際の警戒避難を促すための『土砂災害警戒区域』の指定、被害が

想定される崖地の土地利用自体を規制するための『土砂災害特別警戒区域』の指定などが、全国の各都道府県で

順次行われています。

この土砂災害防止に基づく上記の区域指定等の業務については、都道府県が所管しており、鋭意進めていると

ころですが、平成 28 年 3 月に国土交通省より、各行政庁が行っている『宅地造成等規制法』及び『都市計画法』

に基づく宅造許可・開発許可の機会を捉えて、『土砂災害防止法』に関する情報提供や注意喚起を実施するよう、

技術的助言という形で全国の自治体に通知されました。

 この対応として、『開発行為事前相談書』の様式を改定いたしますので、ご報告いたします。以下の

手順により、新しい様式へと移行してまいりますので、皆さま、ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお

願いいたします。（改定内容は裏面をご覧ください。）

■ 土砂災害防止法の概要等について 

・ 土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警

戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。 

・ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について（土砂災害防止法施行令第 2 条及び第 3条） 

   土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） （土砂災害防止法施行令 第二条） 

イ 傾斜度が３０度以上で高さが５m以上の区域 

    ロ 急傾斜地の上端から水平距離が１０m以内の区域 

     ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの２倍（５０mを超える場合は５０m）以内の区域 

   土砂災害特別警戒区域 （土砂災害防止法施行令 第三条） 

     急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが通常の建築物が土石等の移動

に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのでき

る力を上回る区域  

◇ 詳細につきましては、国土交通省の HP 等をご覧ください 

国土交通省ＨＰ ⇒ http://www.mlit.go.jp/river/sabo/linksinpou.htm

 ◇ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定・解除については、神奈川県が行っております。詳細につ

きましては、川崎治水センターへお問い合わせください。 

   （神奈川県のお問い合わせ先：川崎治水センター工務課 ＴＥＬ：０４４－９３２－７２１１） 

１）周知期間（平成２８年７月１９日（火）～７月２９日（金）） 

  ・『開発行為事前相談書』の様式を改定することについての周知を行います。

  ・この期間については、従来の『開発行為事前相談書』の様式をご使用ください。

２）移行期間（平成２８年８月１日（月）～８月３１日（水）） 

  ・新旧どちらの『開発行為事前相談書』も使用できる期間とします。

３）実施（平成２８年９月１日（木）～） 

  ・新様式をご使用いただきます。

・旧様式でご提出いただいた場合は、窓口で新様式に記載していただく必要があります。

≪ 移行期間等について ≫ 



【 新しい様式の改定ポイントについて 】

土砂災害警戒区域か否か

を自身でご確認いただき

ます。市の HP 又は５階の

用途地域等案内システム

（タッチパネル）により簡

単に調べることができま

す。

土砂災害警戒区域につい

ては、今後新たに指定及び

解除される可能性があり

ます。今後の土地利用等に

非常に重要な情報である

ため、内容についてご理解

いただいているか否かを

確認させていただきます。

なお、この内容について

は、概要を記載した資料を

窓口で配布いたします。

今回の改定の趣旨等につ

いて記載しています。

「７土砂災害防止法について」を新たに追加しています。 

（その他の部分について変更はありません） 


